
入札公告 

条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 

令和８年４月１６日 

宮崎県知事 河野 俊嗣 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）業務件名  みやざきＫＡＧＵＲＡフェスティバル公演開催業務 

 

（２）契約期間  契約締結日から令和８年９月３０日まで 

 

（３）業務内容  別紙仕様書のとおり 

 

（４）履行場所  メディキット県民文化センター（宮崎市） 

 

（５）入札方法 

ア （１）の委託業務について入札を実施する。落札決定に当たっては、入札書に記載した金額

に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の

入札を行うものとする。 

ウ 入札の回数は、２回を限度とする。 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

（１）本入札に参加する者は、以下に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 

ア 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和４６年告

示第９３号）第２条に規定する入札参加資格を有する者で、業種がサービス（役務の提供）に

関する業種で、営業種目が広告・宣伝の者であり、委託仕様書を理解し、これを確実に履行す

ることができる者であること。 

イ 過去５年間に、宮崎県内の地方公共団体等の発注により、同規模（収容人数500名程度）以

上のイベントや公演開催についての実績を１件以上有する者であること。 

ウ 宮崎県内に本社、支社、営業所またはこれらに類する事業拠点を有する者であること。 

エ 本業務の実施について、宮崎県からの求めに応じて即時に協議等に対応できる体制を整えて

いること。 

オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法 （平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てまたは破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

キ 公告の日から契約締結するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、停止の措置を受けて

いないこと。 



 

（２）入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（別記様式第１号）及び同種業務実績

調書（別記様式第５号）に契約書の写しを添付したもの（以下、「申請書等」という。）を提出し

なければならない。なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じな

ければならない。 

ア 提出場所  宮崎県教育庁文化財課（宮崎県庁３号館２階） 

〒880－8502 宮崎市橘通東１丁目９－１０ (電話 0985-26-7250) 

イ 提出期限  令和８年４月２３日（木） 正午まで 

ウ 提出方法  持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着とする。）による。 

 

（３）入札参加資格確認結果は令和８年４月２７日（月）までに書面により通知する。 

 

３ 入札説明書の交付場所及び交付期間 

（１）交付場所  宮崎県教育庁文化財課 （宮崎県庁３号館２階） 

〒880－8502 宮崎市橘通東１丁目９－１０ (電話 0985-26-7250) 

 

（２）交付期間  令和８年４月１６日（木）から令和８年４月２２日（水）まで 

（開庁日の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）） 

 

４ 入札に関する質問及び回答 

（１）質問 

入札に関し、質問がある場合は、入札質問書 （別記様式第４号） を次により提出するものと

する。 

ア 提出期間   令和８年４月１６日（木）から令和８年４月２１日（火）午後５時まで 

イ 提 出 先   宮崎県教育庁文化財課 

ウ 提出方法   電子メールで提出すること。 

メールアドレス ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp 

 

（２）回答 

質問に対する回答は、次のとおり行う。 

ア 回答方法 

個別に電子メールで通知するが、入札に参加しようとする者、全員に周知する必要があると

判断したものに関しては、メール又はホームページで通知する。 

イ その他 

提出期限までに到着しなかった質問及び電子メール以外による方法で提出された質問につ

いては、いかなる理由であっても回答しない。 

 

 

 

 

 

 



５ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 

入札に参加する者は、別記様式第２号による入札書（以下「入札書」という。）を下記により提出

しなければならない。ただし、開札場所に入札書を持参する場合はこの限りではない。 

（１）提出場所  宮崎県教育庁文化財課（宮崎県庁３号館２階） 

（〒880-8502 宮崎市橘通東１丁目９－１０） 

（２）提出期限  令和８年４月２８日（火）午後５時必着 

（３）提出方法  持参又は郵送 （郵送にあっては書留郵便に限る。電話、電報、ファクシミリそ

の他の方法による入札は認めない。）  

（４）そ の 他  入札書には２（３）に定める入札参加資格確認結果通知の写しを添付すること。 

 

６ 開札場所及び日時 

（１）場  所  宮崎県庁４号館２階入札室 

（〒880-8502 宮崎市橘通東１丁目９－１０） 

（２）日  時  令和８年４月３０日（木） 午前１０時から 

（３）事前に入札書を提出していない者は、入札書を持参する。入札書には２（３）に定める入札参

加資格確認結果通知の写しを添付すること。 

（４）代理人が入札を行う場合は、別記様式第３号による委任状を提出するほか、入札書に入札者の

氏名又は名称若しくは商号（法人の場合は代表者の職氏名）、代理人であることの表示及び当該

代理人の氏名を記載して押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）をしておかなければならない。 

 

７ 入札保証金 

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第１００条の規定によ

る。 

 

８ 入札の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）虚偽の申請を行った者のした入札 

（２）入札参加資格のない者（入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日

までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。）のした入札 

（３）同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

（４）２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

（５）入札書の表記金額を訂正した入札 

（６）入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札 

（７）入札条件に違反した入札 

（８）連合その他不正行為があった入札 

（９）入札公告等の規定に違反した者のした入札 

 

 

 

 

 

 



９ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で入札した者のうち、失格又は無効とされた者を除く最低価格の入札を行っ

た者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又は

くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員にくじを引かせるものとする。 

 

10 契約に関する事務を担当する部局等 

  宮崎県教育庁文化財課 

  〒880－8502 宮崎市橘通東１丁目９－１０ 電話番号 0985-26-7250 

 

11 その他 

この条件付き一般競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 


